
災

害

に

よ

る

国

府

の
移
転

木

下

良

一
、
は
じ
め
に

『
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
(
八
五

O
)
十
月
十
六
日
条
に
、

「
出
羽
国
言
上
。
地
大
震
裂
。
山
谷
易
レ
処
。
圧
死
者
衆
。
」
と
記
さ

れ
る
地
震
は
、
当
時
に
大
き
い
被
害
を
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
に
地
盤
の
沈
下
を
も
来
し
た
ら
し
い
。

『
一
二
代
実
録
』
仁
和
三
年

(
八
八
七
)
五
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
出
羽
郡
井
口
地
(
1
〉
に
在
っ
た
出
羽
国
府
は
こ
の
地
震
に
よ
っ
て
、
「
形
成
変
改
。
既
成
ニ
窪
泥
一
。

5 災害による国府の移転

加
レ
之
海
水
穣
移
。
迫
エ
府
六
里
所
一
。
大
川
崩
壊
。
去
レ
陸
一
町
余
。
両
端
受
レ
害
。
無
レ
カ
エ
隈
塞
一
。
壇
没
之
期
在
-
一
於
旦
暮
一
。
」
と
言
う

よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
移
選
が
議
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

最
上
郡
大
山
郷
保
宝
土
野
ハ
2
)
を
候
補
地

と
し
て
移
転
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
検
討
の
結
果
は
こ
れ
を
不
適
当
と
し
て
、
結
局
は
'
「
旧
府
近
側
高
倣
之
地
」
ハ
立
を
え
ら
ん
で
遷
造

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
災
害
に
よ
っ
て
国
府
が
移
転
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
唯
一
の
事
例
で
あ
る
。

一
般
に
国
府
の
所
在
や
そ
の
移
転
を
正
史
類
に

記
す
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
が
、
対
蝦
夷
問
題
は
当
時
の
政
府
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
の
で
、
北
辺
の
要
地
と
し
て
の



6 

出
羽
国
府
に
つ
い
て
は
格
別
の
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

自
然
災
害
の
た
め
に
集
落
が
潰
滅
し
、
そ
こ
を
居
住
の
不
適
地
と
し
て
、
他
地
に
移
る
と
い
う
こ
と
は
古
今
東
西
を
通
じ
て
各
地
に
認

め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
か
ら
、
他
に
も
災
害
を
理
由
と
し
て
国
府
移
転
を
論
ず
る
説
が
あ
る
。

例
え
ば
、
大
槻
如
電
は
ハ
4
v
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
(
八
四
一
)
一
一
月
十
三
日
条
に
、
「
信
濃
国
言
。
地
震
、
其
声
如
レ
雷
。

夜

間
凡
十
四
度
。
塔
屋
倒
顔
。
公
私
共
損
。
」
と
あ
る
地
震
に
よ
っ
て
、
信
濃
国
府
は
小
県
郡
か
ら
筑
摩
郡
に
移
遷
し
、
ま
た
『
三
代
実
録
』

貞
観
十
一
年
(
入
六
九
)
九
月
十
四
日
条
に
、

「
是
目
、
肥
後
国
大
風
雨
。
飛
レ
瓦
抜
レ
樹
、
官
舎
民
居
顛
倒
者
多
、
人
畜
圧
死
不
レ
可
エ
勝

計
一
。
潮
水
源
溢
、
漂
コ
没
六
郡
一
。
水
退
之
後
、
捜
J
擦
官
物
一
。
十
失
-
孟
六
二
歳
。
自
レ
海
至
レ
山
。
其
間
田
園
数
百
里
。
陥
而
為
レ
海
。
」
と

見
え
る
水
害
に
よ
っ
て
、
肥
後
国
府
は
託
麻
郡
か
ら
飽
田
郡
に
移
転
し
た
と
す
る
他
、
備
前
国
府
は
旭
川
の
水
害
の
た
め
に
、
上
道
郡
か

ら
御
野
郡
に
、
安
芸
国
府
は
「
水
火
の
変
災
」
に
よ
っ
て
、
賀
茂
郡
か
ら
安
芸
郡
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

相
摸
初
期
国
府
の
所
在
を
高
座
郡
の
国
分
寺
付
近
と
す
る
大
場
磐
雄
官
)
は
、

『
和
名
抄
』

に
記
す
大
住
郡
へ
の
移
転
を
、

『
三
代
実

録
』
元
慶
二
年
(
八
七
八
)
九
月
廿
九
臼
に
見
え
る
地
震
を
契
機
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
夜
地
震
。
是
日
。
関
東
諸
国
地
大
震

裂
相
摸
・
武
蔵
特
為
エ
尤
甚
↓
其
後
五
六
日
。
震
動
未
レ
止
。

公
私
屋
舎
一
無
ニ
全
者
↓
或
地
窪
陥
。
往
還
不
レ
遇
。
百
姓
圧
死
不
レ
可
ニ
勝

記
ご
と
記
す
と
こ
ろ
で
、
更
に
元
慶
五
年
十
月
三
日
条
に
、
「
相
摸
国
言
。
国
分
寺
金
色
薬
師
丈
六
像
一
株
。
挟
侍
菩
薩
像
二
幹
。
元
慶

三
年
九
月
廿
九
日
遭
ニ
地
震
一
皆
悉
擢
破
。
其
後
失
火
焼
損
。
望
請
改
造
。
以
修
一
一
御
願
↓
又
依
ニ
太
政
官
去
貞
観
十
五
年
七
月
廿
八
日
符
↓

以
ニ
漢
河
寺
一
為
=
国
分
尼
寺
↓
而
同
日
地
震
。
堂
舎
額
壊
。
請
伺
レ
旧
以
ニ
本
尼
寺
↓
為
レ
国
分
尼
寺
。
詔
並
許
レ
之
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国

分
両
寺
も
大
損
壊
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国
府
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
国
府
が
災
害
に
よ
っ
て
廃
滅
し
た
こ
と
を
示
す
状
況
が
、



数
箇
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
昭
和
三
七
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
肥
後
託
麻
国
府
官
)
は
、

水
流
の
跡
と
見
ら
れ
る
窪
地
と
、

泥
層
や
砂
層
の
堆
積
が
あ
っ

て
、
洪
水
に
よ
っ
て
廃
滅
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
遺
物
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
国
府
存
続
の
下
限
は
九
世
紀
中
頃
と
見
ら
れ
る
の
で
、
前
述

の
大
槻
如
電
の
説
に
ほ
ぼ
適
合
す
る
。

昭
和
三
八
・
九
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
、
近
江
国
府
の
国
庁
跡
(
7
〉
は
、
『
扶
桑
略
記
』
天
延
四
年
(
九
七
六
)

天
月
十
'
八
日
条
に
、

「
申
時
。
有
-
一
大
地
震
一
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
・
近
江
国
分
寺
大
門
倒
。
二
王
悉
砕
損
。
国
府
庁
並
雑
屋
品
川
余
宇
顛
倒
。
関
寺
大
仏
悉
砕
損

腰
上
己
無
失
。
其
後
一
両
日
間
頻
震
不
レ
止
。
」
と
あ
る
地
震
に
よ
っ
て
嬢
滅
し
た
後
に
は
、

其
地
に
再
建
さ
れ
る
こ
と
な
く
他
地
に
退
転

し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
四
五
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
栃
木
市
大
房
地
遺
跡
官
〉
は
、
近
く
に
古
国
府
の
地
名
も
あ
り
、
礁
を
用
い
た
基
壇
を
検
出
し
て
下
野

国
府
付
属
建
物
の
一
部
と
考
え
ら
れ
、
瓦
な
ど
の
出
土
遺
物
に
よ
り
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
存
続
し
た
も
の
と
見
ら

災害による国府の移転

れ
る
が
、
基
壇
上
に
は
洪
水
に
よ
る
砂
穣
層
の
堆
積
が
あ
り
、
ま
た
遺
跡
東
方
約
五

O
O
m
を
流
れ
る
思
川
の
下
流
地
域
に
は
、
明
ら
か

に
水
の
力
を
受
け
て
磨
滅
し
た
古
瓦
片
が
多
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
な
お
、
当
遺
跡
の
西
北
約
一
・
五
加
の
国
府
を
は
じ
め
と
し
て
、

北
方
約
三
回
の
惣
社
、
西
北
三
回
余
の
印
役
な
ど
、
国
府
関
係
の
地
名
・
神
社
な
ど
が
各
所
に
散
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
何
回
か
の
国
府

の
移
転
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
大
一
房
地
遺
跡
を
含
む
初
期
国
府
は
平
安
初
期
に
水
害
に
よ
っ
て
廃
滅
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
記
録
は
史
上
に
見
当
ら
な
い
。

一
方
、
国
府
が
災
害
を
受
け
た
が
、
そ
の
地
に
修
復
再
建
さ
れ
て
移
転
に
至
ら
な
い
例
も
多
く
、
例
え
ば
前
記
の
近
江
国
庁
は
平
安
時

7 

代
初
期
に
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
が
、
同
所
に
再
建
さ
れ
て
お
り
ハ
旦
、
ま
た
、
『
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
(
八
七
八
)

九
月
廿
八
日
条
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に
、
「
紀
伊
国
司
言
。
今
月
廿
六
日
亥
時
。
風
雨
晦
膜
。
雷
電
激
発
。
震
=
於
国
府
庁
事
及
学
校
井
舎
屋
↓
被
レ
破
一
一
官
舎
廿
一
円
子
縁
辺
百
姓

品
川
三
家
一
。
」
と
見
え
て
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
紀
伊
国
府
は
、
和
歌
山
市
府
中
に
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
府
の
移
転
は
な
か
っ

た
と
さ
れ
る
自
〉
O

信
濃
国
府
は
初
め
小
県
郡
に
あ
っ
て
、
後
に
筑
摩
郡
に
移
っ
た
と
す
る
こ
と
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
移
転
の
事
由
と
時
期
に

つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
、
大
槻
は
承
和
八
年
(
八
四
一
)

の
地
震
と
し
た
が
、
こ
の
災
害
記
事
に
は
特
に
国
府
の
被
害
を
明
示
し
て
は

い
な
い
の
で
、
他
に
と
り
あ
げ
る
者
は
な
い
。

一方、

『
扶
桑
略
記
』
天
慶
七
年
(
九
四
四
)
九
月
三
日
条
に
、

「
天
下
大
風
。
京
洛
官

舎
門
楼
多
以
顛
倒
。
其
目
。
信
濃
守
紀
文
幹
到
4
着
国
府
一
。
出
居
エ
国
庁
一
。
庁
舎
顛
倒
。

庄
司
殺
守
文
幹
一
。
」

と
記
録
さ
れ
る
事
件
が
あ

り

こ
れ
を
国
府
移
転
の
契
機
と
す
る
一
説
白
〉
が
あ
る
が
、
既
に
元
慶
三
年
(
八
七
九
)

に
は
国
府
は
筑
摩
郡
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
徴
証

2
vも
あ
っ
て
、
大
方
は
こ
れ
を
と
ら
な
い
。

筆
者
自
〉
は
ま
た
、
元
慶
三
年
の
地
震
に
よ
っ
て
、

相
摸
国
府
が
高
座
郡
か
ら
大
住
郡
に
移
転
し
た
と
す
る
説
を
否
定
し
た
。

本
来
、

高
座
郡
に
国
府
が
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
自
体
に
根
拠
が
薄
い
か
ら
で
も
あ
る
が
、

「
公
私
屋
舎
一
無
ニ
全
者
こ
と
さ
れ
、
そ
の
被

害
も
相
摸
・
武
蔵
二
国
に
わ
た
っ
て
き
わ
め
て
広
範
囲
で
あ
る
の
に
、
移
転
先

ιさ
れ
る
大
住
郡
の
被
害
が
特
に
軽
微
で
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
し
、
国
分
寺
は
旧
地
に
修
復
さ
れ
た
の
に
、
国
府
だ
け
が
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
災
害
を
契
機
と
し
て
国
府
が
移
転
す
る
場
合
と
、
災
害
後
も
旧
地
に
再
建
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
単
な
る
官
舎
の

み
で
な
く
都
市
計
画
を
伴
う
律
令
盛
行
期
の
国
府
は
、
そ
の
移
転
新
置
に
は
多
犬
の
労
力
と
費
用
と
を
要
し
、

ま
た
交
通
路
の
変
遷
な
ど

影
響
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
か
ら
、
国
府
の
移
転
は
や
む
を
え
な
い
場
合
に
の
み
限
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に

あ
げ
た
出
羽
の
よ
う
に
、
地
震
に
よ
る
地
盤
沈
下
の
結
果
、
立
地
条
件
そ
の
も
の
が
悪
化
し
、
国
府
の
存
続
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
な



ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

し
た
が
っ
て
、

一
応
律
令
に
則
し
て
国
政
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
一

O
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
特
に
立
地
条
件
を
変
化
さ
せ
る
よ
う

な
災
害
で
な
け
れ
ば
、
被
災
後
も
国
府
は
そ
の
地
に
再
建
さ
れ
、
移
転
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
立
地
条
件
そ
の
も
の
が

変
化
し
た
例
と
し
て
は
、
前
述
の
出
羽
の
地
震
、
下
野
・
肥
後
な
ど
の
水
害
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、

一
O
世
紀
後
半
以
降
の
律
令
衰
退
期
乃
至
崩
壊
期
に
お
い
て
は
、
国
府
の
機
能
も
縮
少
し
、
律
令
盛
行
期
に
整
備
さ
れ
た
国

府
の
機
構
と
規
模
は
も
は
や
必
要
と
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
維
持
に
困
難
を
感
じ
る
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
時
期
に

お
け
る
災
害
は
、
当
時
の
国
府
の
機
能
や
規
模
に
適
応
す
る
土
地
へ
の
移
転
の
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
初
期
に
は
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
近
江
国
庁
が
そ
の
地
に
再
建
さ
れ
、

一O
世
紀

後
半
の
地
震
で
は
再
建
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
他
地
に
移
っ
た
事
実
が
理
解
で
き
る

0
2

一一、

『
和
名
類
緊
抄
』
所
載
の
国
府
所
在
を
め
ぐ
っ
て

災害による国府の移転

一
般
に
国
府
跡
は
国
府
関
係
地
名
の
遣
存
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
律
令
盛
行
期
に
建
設
さ
れ
た
国
府
は
、
小
都
域
的
条
坊
の
都
市
計
画
を

も
っ
て
整
備
さ
れ
、
国
庁
な
ど
の
主
要
建
物
は
瓦
葺
き
に
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
律
令
衰
退
期
ま
た
崩
壊
期
の
国
府
に
比
較
し
て
明

瞭
な
遺
跡
が
残
り
、

ま
た
そ
の
周
辺
に
配
さ
れ
た
国
分
両
寺
の
遺
跡
は
よ
く
知
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
所
在
比
定
は
各
国
と
も
ほ
ぼ
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
国
府
所
在
を
全
国
的
に
記
す
最
古
の
史
料
と
さ
れ
る
『
和
名
類
緊
抄
』

(
以
下
、
『
和
名
抄
』
)

に
記
載
さ
れ
る
国
府
所
在
に

9 

は
こ
れ
ら
に
合
致
し
な
い
も
の
が
か
な
り
認
め
ら
れ
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
甲
斐
・
相
摸
・
丹
後
・
備
前
・
豊
前
・
肥
前
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肥
後
な
ど
の
諸
国
で
あ
る
が
、
筆
者
は
『
和
名
抄
』
の
記
載
は
そ
の
編
纂
当
時
の
一

O
世
紀
初
頃
の
国
府
所
在
を
示
し
、
そ
れ
以
前
ま
た

以
後
に
国
府
の
移
転
が
行
わ
れ
た
結
果
、
当
時
の
国
府
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
と
す
る
見
解
か
ら
、
甲
斐
ハ
M
V
・
相
摸

S
7
備
前
(
自
・
豊

前
ハ
ロ
〉
に
つ
い
て
は
若
干
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、

特
に
こ
れ
ら
諸
国
の
当
時
の
国
府
所
在
を
明
確
に
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
戸
祭
由
美
夫
主
)
は
『
和
名
抄
』
所
載
の
豊
前
国
府
跡
を
想
定
し
、
山
ま
た
木
原
武
夫
自
)
は
肥
前
国
府
の
移

転
に
つ
い
て
述
べ
、

『
和
名
抄
』
に
相
応
す
る
国
府
所
在
地
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
移
転
理
由
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
明
確
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
諸
国
に
共
通
し
て
、
水
害
が
そ
の

主
因
で
あ
っ
た
と
す
る
観
点
か
ら
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

i
 

-
E
A
 

(
 
肥
後

木
は
古
府
中
と
呼
ば
れ
て
、

肥
後
国
府
は
『
和
名
抄
』
に
「
益
城
闘
志
鰍
」
と
す
る
が
、
旧
託
麻
郡
に
入
る
熊
本
市
出
水
町
国
府
に
遺
跡
が
あ
り
、
ま
た
熊
本
市
二
本

『
伊
白
波
字
類
抄
』
に
「
飽
田
市
キ
タ
」
と
あ
る
も
の
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
を
そ
の
所
在
郡
名
に
よ
っ
て
、

益
城
国
府
・
託
麻
国
府
・
飽
回
国
府
と
呼
称
す
れ
ば
、
益
城
国
府
は
永
く
そ
の
比
定
地
が
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
予

『
和
名
抄
』
の
誤
記
と

す
る
解
釈

auが
お
こ
な
わ
れ
、
託
麻
か
ら
飽
田
へ
の
移
転
が
言
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

松
本
雅
明
宕
〉
は
下
益
城
郡
城
南
町
陳
内
の
白
鳳
期
寺
院
跡
を
国
府
関
係
寺
院
と
解
し
て
、

初
期
国
府
の
存
在
を
そ
の
北
方

の
舞
原
台
地
上
の
古
瓦
出
土
地
に
想
定
し
、
こ
れ
を
『
和
名
抄
』
の
益
城
国
府
に
該
当
す
る
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
託
麻
国
府
跡
の
発
掘

調
査
(
忽
に
従
事
し
、

そ
の
成
立
を
八
世
紀
中
頃
、

洪
水
に
よ
る
廃
滅
を
九
世
紀
中
頃
と
し
た
。
以
後
の
肥
後
国
府
は
旧
説
に
従
い
飽
田

に
移
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
ハ

8
、

託
麻
国
府
と
鞠
智
城
と
を
連
絡
す
る
官
道
の
存
在
を
認
め
、

託
麻
国
府
は
遅
く
て
も
七
世
紀
末
に
は
成
立
し
た
も
の
と



考
え
、
こ
れ
を
初
期
国
府
と
し
た
。
次
に
、

『
和
名
抄
』
の
記
載
は
、

ほ
ぼ
そ
の
編
纂
当
時
の
一

O
世
紀
初
頭
頃
の
状
態
を
示
す
も
の
と

考
え
、
託
麻
国
府
廃
滅
後
の
移
転
地
は
益
城
国
府
と
し
た
。
従
来
の
説
に
言
う
飽
回
国
府
は
、
洪
水
の
被
害
を
よ
り
う
け
や
す
い
白
川
河

岸
の
低
地
に
あ
り
、
洪
水
に
よ
っ
て
廃
滅
し
た
託
麻
国
府
か
ら
の
移
転
先
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
益
城
国

府
の
所
在
を
駅
路
に
沿
い
、
洪
水
に
安
全
な
台
地
上
に
あ
る
下
益
城
郡
城
南
町
宮
地
に
比
定
し
、
方
五
町
の
府
域
を
考
定
し
た
。
飽
田
へ

の
移
転
は
、
総
社
な
ど
飽
田
国
府
関
係
神
社
の
創
紀
伝
承
や
、
国
司
藤
原
保
昌
に
係
わ
る
所
伝
な
ど
か
ら
、

一
一
世
紀
初
頭
頃
と
考
え

た。

Q
A
 

肥
前
国
府
跡
は
嘉
瀬
川
渓
口
部
東
岸
の
佐
賀
県
佐
賀
郡
大
和
町
大
字
久
池
井
・
尼
寺
の
一
帯
と
さ
れ
、
国
分
両
寺
跡
の
他
に
、
総
社
の

肥
前

跡
と
さ
れ
る
惣
座
の
地
名
や
、
国
府
の
印
舗
を
祭
担
す
る
印
鋪
神
社
も
存
し
て
い
る
。

米
倉
二
郎

a〉
は
惣
座
を
西
北
隅
に
、
印
鏑
社
を
東
南
隔
と
す
る
、

東
辺
七
町
半
、

西
辺
お
よ
び
南
辺
八
町
、
北
辺
七
町
の
不
等
辺
四

辺
形
の
国
府
城
を
想
定
し
た
。

他
に
高
橋
誠
一
(
き
は
米
倉
の
想
定
よ
り
約
二
町
南
、
約
五
町
東
に
ず
れ
る
方
八
町
の
府
域
を
、

ま
た
木

災害による国府の移転

原
武
夫

8
uは
西
辺
と
南
辺
を
ほ
ぼ
高
橋
に
同
じ
く
す
る
方
六
町
の
府
域
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
し
て
い
る
。

米
倉
の
想
定
府
域
内
に
は
、

現

在
水
田
と
な
っ
て
い
る
低
湿
地
を
多
く
含
む
だ
け
で
な
く
、
旧
河
道
と
み
ら
れ
る
痕
跡
を
も
示
し
て
い
る
の
で
、
高
橋
・
木
原
の
想
定
で

t土

こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

筆
者
釘
)
は
惣
座
東
南
約
五

O
O
m
の
微
高
地
に
古
瓦
を
多
く
出
土
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
こ
に
国
庁
な
ど
国
府
主
要
建
物
の
所
在
を
想
定
し
て
、
こ
れ
を
想
定
府
域
内
に
含
む
米
倉
説
に
従
い
た
い
。

駅
路
は
府
域
南
辺
の
南
方
約
二

O
O
m
を
、
ほ
ぼ
東
西
に
通
り
、

『
延
喜
式
』
佐
嘉
駅
跡
は
特
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
嘉
瀬
川
の
渡

11 

河
点
付
近
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
、

一
帯
の
地
は
嘉
瀬
川
西
岸
を
含
め
て
佐
嘉
郡
域
に
属
し
、

『
和
名
抄
』
の
小
城
郡
と
異
な
る
。

『
大
日
本
史
』
は
佐
嘉
郡

か
ら
小
城
郡
へ
の
移
転
と
す
る
が
小
城
郡
で
の
所
在
に
つ
い
て
は
記
す
こ
と
な
く
、

明
地
名
辞
書
』
は
『
和
名
抄
』
の
誤
記
と
じ
、

E苛

駅

路
通
』
は
郡
界
移
動
説
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
城
郡
内
に
は
特
に
国
府
の
所
在
を
思
わ
せ
る
徴
証
が
認
め
ら
れ
ず
、

『
伊
呂
波
字

類
抄
』
に
は
佐
賀
郡
と
記
す
と
こ
ろ
か
ら
、

『
和
名
抄
』
の
誤
記
と
解
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

木
原
は
、
大
和
町
の
そ
れ
を
初
期
国
府
と
し
て
、
次
に
『
和
名
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
小
城
郡
へ
の
移
転
を
考
定
し
、
そ
の
所
在
を
多
久

市
東
多
久
町
別
府
に
想
定
す
る
が
、
移
転
の
事
由
や
所
在
地
比
定
の
根
拠
に
つ
い
て
は
明
か
に
し
て
い
な
い
。
別
府
は
『
延
喜
式
』
高
来

駅
の
比
定
地
で
、
西
南
方
杵
島
郡
方
面
と
北
方
松
浦
郡
へ
の
官
道
の
分
岐
点
と
考
え
ら
れ
る
要
地
で
、
肥
後
に
お
け
る
益
城
国
府
の
立
地

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
平
野
部
か
ら
離
れ
た
小
金
地
の
閉
鎖
的
な
地
形
は
、
当
時
の
国
府
所
在
地
と
し
て
は
や
や
不
適
当
の
感

が
あ
る
。

い
ず
れ
、

木
原
の
詳
論
を
待
っ
て
検
討
し
た
い
が
、

筆
者
に
は
む
し
ろ
日
野
尚
志

avの
考
え
る
小
城
町
の
方
が
適
当
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

小
城
は
古
く
か
ら
小
城
郡
の
主
邑
で
、
南
北
朝
時
代
に
は
、
征
西
将
軍
懐
良
親
王
に
従
っ
て
西
下
し
た
、
千
葉
氏
の
拠
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
戦
略
的
要
地
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
旧
時
の
国
府
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
ず
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か

au。

小
城
町
市
街
部
の
現
在
の
地
割
は
近
世
城
下
町
の
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
周
辺
条
里
の
地
割
と
方
位
を
異
に
す
る

C

と

は
、
以
前
の
地
割
を
踏
襲
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
範
囲
は
約
方
六
町
で
、
そ
の
北
辺
を
駅
路
が
通
過
す
る
こ
と
な
ど
も
あ
わ
せ
考

え
て
、
こ
こ
に
小
城
郡
家
の
所
在
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
小
城
町
市
街
の
西
北
約
一
・
三
切
に
あ
る
、
奈
良
期
の
晴
気

廃
寺
は
郡
寺
に
比
定
で
き
よ
う
。

d

以
上
に
よ
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
大
和
町
の
嘉
瀬
川
畔
に
あ
っ
た
初
期
肥
前
国
府
は
、
水
害
を
被
る
に
及
ん
で
、

『
和
名
抄
』
の
編
纂
当



時
に
は
、
ー
小
城
郡
家
の
地
に
移
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、

『
伊
呂
波
字
類
抄
』
に
よ
れ
ば
、
国
府
は
佐
嘉
郡
と
さ
れ
る

の
で
、
平
安
末
期
ま
で
に
は
再
度
の
移
転
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
木
原
は
こ
れ
を
『
佐
賀
郡
誌
』
に
記
す
「
嘱
久
府
」

佐

賀
市
鍋
島
町
嘱
久
)
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
総
社
の
成
立
は
平
安
中
期
以
降
と
さ
れ
、

ま
た
印
鏑
社
の
創
杷

は
一
一
一
世
紀
頃
と
み
ら
れ
る
の
で
、
筆
者
は
こ
れ
ら
国
府
関
係
神
社
の
残
る
大
和
町
旧
国
府
の
地
付
近
を
考
え
た
い
。

『
鎮
西
要
略
』
に

よ
れ
ば
、

一
回
・
五
世
紀
当
時
の
国
府
・
府
中
は
尼
寺
付
近
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(3) 

備
前

国
府
跡
は
岡
山
市
国
府
市
場
に
あ
り
、
国
庁
跡
に
祭
肥
し
た
と
み
ら
れ
る
園
長
社
が
あ
り
、
総
社
も
近
く
に
あ
る
の
で
、
古
く
か
ら
知

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
地
は
上
道
郡
に
属
し
て
、

『
和
名
抄
』
の
御
野
郡
と
異
る
の
で
、
郡
界
と
な
っ
て
い
る
旭
川
の
流
路
の
変
選
が
あ

っ
て
、
旧
時
は
御
野
郡
に
属
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
説

avが
一
般
で
定
説
化
し
て
い
た
。

し
か
し
、

後
神
三
千
子

auは
上
道
郡
と
御
野
郡
の
徴
地
形
と
条
里
地
割
と
を
詳
細
に
検
討
し
て
、

国
府
域
を
め
ぐ
る
旭
川
の
旧
流
路

は
、
郡
界
ど
も
な
る
べ
き
主
流
路
で
は
あ
り
え
な
い
し
、

ま
た
両
郡
の
条
旦
は
約
八
度
方
位
を
異
に
し
て
お
り
、
そ
の
分
布
か
ら
見
て
大

災害による国府の移転

幅
な
郡
界
変
動
は
考
え
ら
れ
ず
、
国
府
域
は
本
来
上
道
郡
に
属
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

上
道
郡
か
ら
御
野
郡
へ
の
国
府
移
転
を
早
く
か
ら
提
唱
し
て
い
る
大
槻
如
電

auの
説
は
、

卓
見
と
言
う
べ
き
で
、

」
こ
に
お
い
て
、

そ
の
移
転
理
由
と
し
て
は
水
害
を
示
唆
し
て
い
る
。

旭
川
東
岸
の
上
道
郡
の
平
野
部
に
は
、
旭
川
流
路
の
変
選
に
よ
る
郡
界
移
動
説
が
生
じ
た
程
に
、
多
く
の
旧
河
道
跡
を
残
し
、
そ
の
最

も
東
方
を
通
る
も
の
は
国
府
跡
の
北
か
ら
東
を
め
ぐ
っ
て
、
南
に
西
大
寺
方
面
に
至
っ
て
い
る
。
国
府
跡
の
東
に
接
し
て
、
こ
の
旧
河
道

13 

白
鳳
期
末
か
ら
奈
良
期
始
に
比
定
さ
れ
る
古
瓦
を
出
土
す
る
が
、

西
大
寺
の
観
音
は
成
光
寺
に
あ
っ
た

に
沿
う
成
先
寺
跡
(
哲
が
あ
り
、
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も
の
と
さ
れ
、
洪
水
に
流
さ
れ
て
西
大
寺
に
移
っ
た
と
の
伝
承
も
あ
り
、
そ
の
真
疑
は
別
と
し
て
も
、
洪
水
の
あ
っ
た
事
実
は
十
分
に
察

知
さ
れ
る
。

み

か

ど

〈

に

も

り

御
野
郡
に
移
転
し
た
国
府
の
所
在
地
と
し
て
、
大
槻
は
岡
山
市
三
門
を
あ
げ
て
い
る
が
、
付
近
に
は
国
守
な
ど
の
地
名
も
あ
り
、
有
力

な
候
補
地
と
言
え
よ
う
。
「
み
か
ど
」
地
名
は
国
府
よ
り
も
郡
家
想
定
地
に
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
、
直
ち
に
こ
れ
を
国
府
跡
と
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
御
野
郡
家
の
地
で
、
国
府
を
移
す
に
際
し
て
こ
れ
を
転
用
し
、
ま
た
は
併
置
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、

『
延
喜
式
』
駅
路
は
北
方
約
二
・
五
加
の
地
点
を
通
り
、
国
府
は
駅
路
に
沿
う
と
す
る
一
般
的
原
則
に
は
当
ら
な
い
が
、
足
利

ま
た
上
道
郡
の
初
期
備
前
国
府
も
駅
路
に
は
沿
わ
な
い
の
で
、

特
に
不
都
合
と
す

健
亮

avの
駅
路
復
原
に
よ
れ
ば
、
備
中
・
備
後
も
、

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
治
承
(
一
一
七
七
|
八
ご
頃
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
『
伊
目
波
字
類
抄
』
に
も
国
府
を
御
野
郡
と
し
て
い
る
が
、

物
語
』
に
治
承
三
年
九
一
一
七
九
)
関
白
藤
原
基
房
の
配
流
の
地
と
し
て
、
「
備
前
国
府
の
辺
、
井
ば
さ
ま
と
い
ふ
所
」
と
あ
っ
て
、
こ

ゆ

ぼ

れ
は
国
府
市
場
の
北
東
約
八

O
O
m
の
岡
山
市
湯
迫
に
比
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
備
前
国
府
は
上
道
郡
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
府

『
平
家

総
社
の
成
立
も
平
安
中
期
以
降
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
岡
山
市
祇
園
に
あ
る
総
社
も
初
期
国
府
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
槻
も
旧

地
へ
の
再
度
の
国
府
移
転
を
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
、

『
伊
呂
波
字
類
抄
』
は
訂
正
を
失
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
平
安
末
期
に
お
い
て
は
国
街
機
構
が
分
散
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の

在
庁
官
人
の
動
向
な
ど
を
中
心
に
し
て
後
考
に
待
ち
た
い
。

4
4
 

丹
後
国
府
の
所
在
は
国
分
寺
跡
と
国
府
関
係
地
名
の
残
る
宮
津
市
府
中
と
さ
れ
て
き
た
が
、
明
確
な
遺
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
坂
口
慶

丹

後



治
ハ
お
)
は
府
中
地
区
は
地
形
狭
少
で
、

い
ん
に
ゃ
く

の
地
名
や
飯
役
(
印
鏑
)
社
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
律
令
体
制
の
衰
退
崩
壊
期
の
国
府
所
在
地
で
あ
ろ
う
と
解
し
、
初
期
国
府
跡
を

方
格
地
割
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、

律
令
盛
行
期
の
国
府
跡
と
し
て
は
適
地
で
は
な
い
が
、
府
中

そ
の
西
方
約
二
回
に
あ
っ
て
条
里
的
方
格
地
割
の
認
め
ら
れ
る
、
与
謝
郡
岩
滝
町
男
山
地
区
に
求
め
、
方
四
町
ま
た
は
方
六
町
と
す
る
国

府
域
を
想
定
し
た
。
藤
岡
謙
二
郎
詰
〉
も
坂
口
説
を
妥
当
と
認
め
た
が
、
府
域
の
規
模
に
つ
い
て
は
方
五
町
が
適
当
と
し
た
。

筆
者
も
坂
口
の
考
定
に
賛
同
す
る
が
、
男
山
も
府
中
も
与
謝
郡
に
あ
っ
て
、

『
和
名
抄
』
の
「
国
府
在
加
佐
郡
」
と
異
る
点
に
つ
い

て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
は
様
々
で
、

『
地
名
辞
書
』
は
『
和
名
抄
』
の
誤
記
と
し
、

『
地
理

志
料
』
や
『
上
代
歴
史
地
理
新
考
』
は
加
佐
郡
か
ら
与
佐
郡
へ
の
移
転
と
す
る
が
、
加
佐
郡
に
お
け
る
所
在
に
つ
い
て
は
述
べ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
山
田
弘
通
告
υ
は
『
拾
芥
抄
』

丹
後
国
府
は
あ
る
期
間
両
郡
に
併
置
さ
れ

に
加
佐
・
与
謝
両
郡
と
併
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

た
も
の
と
解
し
て
、
加
佐
郡
の
そ
れ
を
大
江
町
河
守
の
地
に
比
定
し
て
い
る
。
古
歌
の
解
釈
を
通
じ
て
の
山
田
の
所
論
に
は
聞
く
べ
き
と

こ
ろ
が
多
い
が
、
併
置
説
で
は
『
和
名
抄
』
に
加
佐
郡
の
み
を
記
し
て
与
謝
郡
を
載
せ
な
い
こ
と
の
解
釈
が
成
立
し
な
い
。
古
歌
に
つ
い

て
の
山
田
の
所
論
を
参
考
に
す
れ
ば
、
丹
後
援
曾
繭
好
忠
が
「
由
良
の
門
を
渡
る
舟
人
」
を
詠
っ
た
一

O
世
紀
頃
は
加
佐
郡
に
、
小
式
部

災害による国府の移転

内
侍
が
「
大
江
山
い
く
野
の
道
」
を
、
和
泉
式
部
が
「
与
謝
の
大
山
」
や
「
与
謝
の
辺
り
は
」
と
詠
っ
た
一
一
世
紀
初
頭
に
は
、
丹
後
国

府
は
与
謝
郡
に
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
山
田
の
河
守
説
は
両
郡
国
府
併
置
説
に
基
ず
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

と
ら
な
い
限
り
河
守
の
コ
ウ
が
国
府
に
通
ず
る
こ
と
以
外
に
は
特
に
根
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
筆
者
は
旧
加
佐
郡
域
に
入
る
舞
鶴
市
域
に
、
由
良
川
沿
い
の
和
江
に
国
分
寺
を
称
す
る
平
安
期
の
寺
院
跡
が
、
西
舞
鶴
の
福
来

に
は
国
府
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
光
寺
の
地
名
が
、
ま
た
西
舞
鶴
南
方
の
池
内
川
の
谷
に
は
、
こ
れ
も
国
府
関
係

ふ

し

き

地
名
と
さ
れ
る
布
敷
(
府
敷
)
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
こ
れ
ら
は
離
れ
離
れ
で
特
に
国
府
の
所
在
を
決
定
す
る
に
足
り
な
い
が
、
加

15 
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佐
郡
内
に
国
府
の
所
在
を
考
定
す
る
上
に
お
い
て
、
西
舞
鶴
地
区
は
有
力
な
候
補
地
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

『
延
喜
式
』
駅
路
は
時
期
的
に
『
和
名
抄
』
の
国
府
所
在
と
対
応
さ
れ
る
が
、
丹
後
の
勾
金
と
こ
れ
に
連
続
す
る
と
み
ら

れ
る
丹
波
の
日
出
・
花
(
前
)
浪
の
諸
駅
は
、
従
来
丹
彼
国
府
を
与
謝
郡
と
し
て
、
そ
の
所
在
が
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
そ
の

比
定
は
明
確
で
は
な
い
。
国
府
を
加
佐
郡
に
置
く
見
地
か
ら
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
加
佐
郡
に
お
け
る
国
府
所
在
を
確
定
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
存
在
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

宮
津
市
府
中

auに
つ
い
て
は
、

府
中
の
呼
称
は
鎌
倉
期
以
降
と
さ
れ
、

飯
役
(
印
鏑
)
社
の
成
立
も
一
二
世
紀
頃
に
考
定
で
き
る
か

ら
、
坂
口
の
想
定
ど
お
り
律
令
崩
壊
期
の
平
安
末
乃
至
鎌
倉
初
期
以
降
の
国
府
所
在
地
と
し
て
適
当
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
初
期
国
府
の
移
転
事
由
と
、
ま
た
再
度
の
移
転
事
由
と
が
問
題
に
な
る
。
ま
ず
、
男
山
の
国
府
想
定
地
は
海
浜
の
低
地
に
あ

っ
て
、
坂
口
は
府
域
の
一
部
が
沈
水
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
八
世
紀
初
頭
か
ら
一

O
世
紀
初
頭
の

間
は
約
一
・
五

m
に
及
ぶ
海
水
面
上
昇
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
対
同
地
で
の
国
府
の
存
続
に
は
不
都
合
を
来
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

時
的
に
加
佐
郡
内
の
適
地
に
国
府
が
移
さ
れ
た
が
、
海
面
が
旧
に
復
す
る
に
及
ん
で
、
本
来
そ
の
立
地
条
件
に
す
ぐ
れ
て
い
る
旧
地
に
復

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
時
の
国
府
は
そ
の
機
構
も
縮
少
さ
れ
て
い
て
、
往
時
の
規
模
を
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
、
旧
府

付
近
の
適
地
を
え
ら
ん
で
置
か
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

F
h
u
 

甲

斐

筆
者
自
υ
は
甲
斐
国
府
の
所
在
と
そ
の
移
転
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、

山
梨
県
東
山
梨
郡
春
日
居
町
国
府
・
鎮
目
地
区
に
方
六
町

の
初
期
国
府
跡
を
想
定
し
、
こ
こ
か
ら
東
八
代
郡
御
坂
町
国
街
の
地
に
移
転
し
た
も
の
・
と
し
、
後
者
が
『
和
名
抄
』
の
「
国
府
在
八
代

郡
」
に
該
当
す
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
式
内
社
や
『
和
名
抄
』
郷
名
比
定
な
ど
か
ら
み
れ
ば
、
御
坂
町
国
街
の
地
は
当
時
の
山
梨
郡
に



含
ま
れ
て
、

八
代
郡
に
は
入
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

八
代
郡
所
在
の
国
府
(
八
代
国
府
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
は
別
地
に
求
め
る
べ

き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
春
日
居
町
国
府
l
八
代
国
府
1

御
坂
町
国
衝
と
移
転
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

『
伊
呂

波
字
類
抄
』
に
は
な
お
八
代
郡
と
記
す
の
で
、
平
安
期
末
ま
で
は
八
代
国
府
に
存
続
し
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
御
坂
町
国
衝
は
近

く
を
通
る
鎌
倉
街
道
と
の
関
係
が
考
慮
さ
れ
、
鎌
倉
期
に
は
国
府
は
こ
の
地
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

春
日
居
町
国
府
の
地
は
笛
吹
川
旧
河
道
北
岸
の
微
高
地
に
あ
る
が
、
な
お
想
定
府
域
の
一
部
は
低
湿
地
で
、
扇
一
状
地
上
に
立
地
す
る
御

坂
町
国
街
に
対
比
す
れ
ば
、
洪
水
に
対
し
て
安
全
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

八
代
国
府
の
所
在
は
お
そ
ら
く
、
東
八
代
郡
八
代
町
付
近
の
扇
状
地
面
上
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
甲
斐
に
お
け
る
『
延
喜
式
』

駅
家
の
比
定
も
ま
だ
必
ず
し
も
確
定
的
で
は
な
い
の
で
、
駅
路
と
共
に
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
八
代
郡
家
に
併
置
さ
れ
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
郡
家
跡
の
追
求
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

相
摸 (6)

子コ
L、
て
は.

相
摸
と
豊
前

『
和
名
抄
』

に
大
住
郡
と
す
る
次
期
国
府
は
平
塚
市
域
に
、

筆
者
自
)
は
そ
の
初
期
国
府
を
小
田
原
市
永
塚
に
、

災害による国府の移転

『
伊
白
波
字
類
抄
』
に
余
緯
郡
と
す
る
後
期
国
府
を
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
国
府
本
郷
と
す
る
見
解
を
発
表
し
た
が
、
初
期
国
府
想
定
地

は
そ
の
主
要
部
が
台
地
上
に
あ
っ
て
、
水
害
に
対
し
て
は
一
応
安
全
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
移
転
は
在
地
豪
族
の
勢
力
関
係

に
よ
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
初
期
国
府
の
一
部
に
あ
た
る
下
曾
我
遺
跡

auは、
そ
の
発
掘
調
査
の
結
果
、

平
安
初
期
に
洪
水
に
よ

っ
て
廃
絶
し
た
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
国
府
の
移
転
に
水
害
が
全
く
関
係
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
府
の
一
部
が
水

害
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
機
構
運
営
に
難
点
を
生
じ
て
、
移
転
が
考
慮
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
で
あ
ろ

17 
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豊
前
に
つ
い
て
は
、
筆
者
(
想
は
そ
の
初
期
国
府
を
福
岡
県
京
都
郡
豊
津
町
惣
社
・
国
作
に
、
後
期
国
府
を
行
橋
市
草
場
と
し
、
戸
祭
由

美
夫
♀
〉
は
時
期
的
に
こ
れ
ら
の
中
間
に
あ
た
る
『
和
名
抄
』
に
京
都
郡
と
あ
る
次
期
国
府
を
行
橋
市
椿
市
地
区
須
磨
園
に
想
定
し
た
。

こ
の
初
期
国
府
も
主
要
部
は
台
地
上
に
展
開
す
る
の
で
、
特
に
水
害
が
移
転
の
主
な
原
因
と
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
豊
前
に
お
け
る
国

府
の
移
転
関
係
に
つ
い
て
は
暫
ら
く
後
考
に
ま
ち
た
い
。

、
古
代
に
お
け
る
気
候
変
動
と
闇
府
移
転
と
の
関
係

前
述
し
た
よ
う
に
、
低
地
に
置
か
れ
た
諸
国
国
府
が
、
平
安
初
期
に
水
害
を
受
け
て
移
転
し
、
ま
た
そ
の
多
く
が
平
安
末
期
に
は
旧
地

ま
た
は
そ
の
付
近
に
復
し
た
と
す
る
共
通
の
現
象
を
み
る
こ
と
に
は
、
気
候
変
動
と
こ
れ
に
伴
う
海
水
準
の
変
位
な
ど
自
然
条
件
の
変
化

を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
紀
元
四
世
紀
中
頃
に
か
け
て
、
世
界
的
に
低
温
な
時
期
で
、
当
時
の
海
水
準
は
現
海
面
よ
り
こ
・
五

m
内
外
低
位
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

四
世
紀
後
半
頃
か
ら
気
温
は
上
昇
し
、

一
二
世
紀
ま
で
に
か
け
て
は
世
界
的
温
暖
化
と
、
こ
れ
に

伴
う
海
進
現
象
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
い
う
(
号
。

日
本
で
も
京
都
の
桜
の
開
花
は
九
世
紀
に
最
も
早
く
ハ
想
、

中
国
で
も
八
世
紀
初
期
か
ら
九
世
紀
中
期
に
か
け
て
、

長
安
で
ミ
カ

γ
が

実
る
な
ど
温
暖
な
気
候
が
続
い
た
と
い
わ
れ
る

B
V
こ
れ
に
対
応
す
る
海
進
現
象
は
、

瀬
戸
内
海
西
部
の
宇
部
市
に
お
い
て
、

小
野
忠

澗
開
門
必
〉
が
古
代
小
海
進
と
よ
ん
で
い
る
海
進
の
ピ

l
グ
は
九
世
紀
か
ら
一

O
世
紀
の
間
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

井
関
弘
太
郎
詣
)
も
有
明
海

沿
岸
の
佐
賀
平
野
に
お
い
て
、
中
世
以
降
の
干
拓
地
の
著
し
い
拡
大
に
対
し
て
、
弥
生
期
か
ら
古
代
に
か
け
て
の
陸
地
の
拡
大
が
僅
少
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
佐
賀
市
付
近
の
弥
生
後
期
遺
跡
と
条
里
遺
構
の
分
布
限
界
と
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。



19 災害による国府の移転

太陽黒点 (Schoveによる)年最高値の30年間移動平均
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海面変化 (Fairbridgeによる)

L_j 

フェアブリッジによる海面変化

(井関弘太郎『三角州』より)

第 1図

気
候
の
温
暖
化
に
と
も
な
い
、
水
害
も
多
発
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

特
に
海
水
準
上
昇
の
影
響
を
も
受
け
る
海
岸
三
角
洲
・
海
岸
平
野
の
場
合

は
も
ち
ろ
ん
、
内
陸
部
に
お
い
て
も
、

『
三
代
実
録
』
な
ど
に
多
出
す
る

水
害
記
事
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
地
に
お
け
る
自
然
堤
防
の
急
速
な

形
成
も
、

ほ
ぼ
こ
の
時
代
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
れ
ば
、
平
安

京
に
お
け
る
鴨
河
の
洪
水
ゃ
、
そ
の
対
策
と
し
て
の
防
鴨
河
使
の
設
置

も
、
単
に
そ
の
流
路
を
人
為
的
に
変
更
・
規
制
し
た
た
め
と
ば
か
り
は
思

わ
れ
な
い
。

海
面
変
化
と
太
陽
黒
点
の
推
移
と
を
対
比
し
て
考
察
し
た
フ
ェ
ア
プ
リ

ッ
ジ
ハ
卯
〉
に
よ
れ
ば
、

一
O
世
紀
初
頭
と
一
二
世
紀
前
半
と
を
ピ

l
ク
と

す
る
小
海
進
と
、
そ
の
聞
に
一
一
世
紀
初
頭
を
最
低
と
す
る
小
海
退
と
を

想
定
し
て
い
る
。
小
野
の
言
う
古
代
小
海
進
は
前
者
に
あ
た
る
が
、
そ
れ

以
前
の
八
世
紀
初
頭
に
想
定
さ
れ
る
小
海
退
と
の
水
準
差
は
約
一
・
五

m

と
算
定
さ
れ
る
。
後
者
の
海
進
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
福
山
市
草

戸
千
軒
町
遺
跡
に
お
い
て
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
現
在
よ
り
高

位
の
海
面
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ハ
巳
こ
と
が
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も

と
よ
り
海
水
準
の
変
化
は
地
盤
の
上
下
に
も
関
係
す
る
か
ら
、
特
に
地
殻
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変
動
の
激
し
い
日
本
で
は
、

一
例
を
以
て
単
純
に
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
平
安
末
期
に
は
全
国
的
な
災
害
の
史
料
も
少
い
の

で
、
海
進
と
災
害
と
の
対
比
も
困
難
で
あ
る
。

」
こ
で
は
、

フ
ェ
ア
ゃ
ブ
リ
ッ
ジ
に
従
う
こ
と
に
し
て
国
府
移
転
と
の
関
係
を
考
察
す
れ
ば
、

一
O
世
紀
初
頭
を
ピ

1
グ
と
す
る
海
進

と
、
こ
れ
を
ひ
き
起
し
た
気
候
変
動
に
と
も
な
う
水
害
の
多
発
が
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
の
小
海
退
期
に
あ
た
っ
て
、

お
そ
ら
く
は

舟
運
の
使
を
は
か
つ
て
海
浜
や
河
岸
に
設
置
さ
れ
た
国
府
の
存
続
を
困
難
に
し
て
、
そ
の
移
転
を
余
儀
な
く
し
た
も
の
と
解
し
た
い
。
前

述
の
諸
国
に
お
け
る
初
期
国
府
の
立
地
状
況
と
、
そ
の
移
転
と
を
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

一
一
世
紀
初
頭
に
至
る
海
退
に
よ
っ
て
旧
地
に
復
し
た
が
、
そ
の
後
は
国
府
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
も
は
や
地
方
制
度
に
と

っ
て
特
に
重
要
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
規
模
も
縮
少
し
て
い
た
の
で
、
小
面
積
の
高
燥
地
に
営
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
再
び
一
二
世
紀
に

海
進
が
起
っ
た
と
し
て
も
、
特
に
国
府
の
移
転
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
観
点
に
よ
れ
ば
、

『
和
名
抄
』
に
は
示
さ
れ
な
い
、
同
郡
内
で
の
国
府
の
移
転
も
か
な
り
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
下
野
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

そ
の
他
に
は
、
F

参
河

auに
お
い
て
そ
の
初
期
国
府
が
豊
川
市
音
羽
川
沿
岸
の

低
地
に
想
定
さ
れ
、

一
O
世
紀
末
頃
に
は
東
方
の
台
地
上
に
移
転
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
藤
岡
謙
二
郎
自
〉
が
想
定
す
る
隠
岐

国
府
は
西
郷
町
八
尾
川
沿
岸
の
低
湿
地
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
そ
の
南
方
台
地
上
に
総
社
玉
若
酢
神
社
前
方
の
甲
原
に
想
定
す
る
説
も
あ

り
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
転
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
な
こ
と
な
ど
、
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
は
同
様
の
例
が
多
く
見
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。



回
、
お
わ
り
に

以
上
の
筆
者
の
見
解
を
要
約
す
れ
ば
、

ほ
ぼ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
律
令
盛
行
期
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
を
伴
な
う
国
府
の
移
転
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、

災
害
に
よ
っ
て
国
府
が
破
壊
さ
れ
て
も
、
原
地
に
復
旧
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
、
自
然
的
立
地
条
件
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
旧
地
で
の

国
府
の
存
続
に
困
難
を
来
し
た
場
合
に
限
っ
て
国
府
の
移
転
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
自
然
条
件
の
変
化
と
は
、
地
震
に
よ
る
地
盤
沈
下
の
例

も
あ
る
が
、
多
く
は
国
府
設
置
以
来
の
気
候
の
温
暖
化
に
伴
う
海
水
位
の
上
昇
と
洪
水
の
多
発
と
で
、
河
岸
ま
た
は
海
浜
に
置
か
れ
た
国

府
は
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
九
世
紀
後
半
か
ら
一

O
世
紀
初
に
か
け
て
の
こ
と
で
、

フ
ェ
ア
ブ
ロ
ッ
ジ
の

想
定
に
よ
る
海
面
変
化
に
よ
く
適
合
す
る
。

『
和
名
抄
』
所
載
の
国
府
所
在
は
、
こ
れ
ら
国
府
の
移
転
後
の
状
態
を
示
し
て
い
る
。

平
安
中
期
以
降
の
律
令
衰
退
・
崩
壊
期
に
か
け
て
は
、
国
府
は
機
能
の
変
遷
に
応
じ
て
規
模
も
縮
小
さ
れ
、
律
令
盛
行
期
以
来
の
国
府

形
態
の
維
持
に
は
困
難
を
来
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
各
種
の
災
害
を
契
機
と
し
て
、
国
府
の
移
転
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

災害による国府の移転

た。
中
世
以
降
は
国
府
の
存
在
そ
の
も
の
が
固
定
的
で
は
な
く
、
有
力
在
庁
や
守
護
所
と
の
勢
力
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
移
転
す
る
こ
と
も
多

く
な
り
、
災
害
が
特
に
国
府
移
転
の
事
由
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

註
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(
1
)
 

(
2
)
 

酒
田
市
街
東
北
方
約
五
加
の
酒
田
市
中
吉
田
付
近
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
が
、
明
確
な
遺
跡
は
な
い
。

山
形
県
最
上
郡
舟
形
町
福
寿
野
に
比
定
さ
れ
る
。
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(
3
)

中
吉
田
の
東
北
約
三
切
に
あ
る
酒
田
市
城
輸
の
城
輪
柵
に
比
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

(
4
)

大
槻
如
電
『
駅
路
通
』
上
・
下
巻
、
明
治
四
四
・
大
正
四
年
。

(
5
)

大
場
磐
雄
「
相
模
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
」
『
史
迩
と
美
術
』
一
一
一

O
号
、
昭
和
二
六
年
。
同
「
国
府
集
落
」

の
歴
史
』
県
下
の
集
落
篇
・
上
、
昭
和
三
五
年
。

(
6
)

松
本
雅
明
「
肥
後
の
国
府
|
|
託
麻
国
府
祉
発
掘
調
査
報
告
|
|
」
『
古
代
文
化
』
一
七
巻
三
号
、
昭
和
四
一
年
。

(
7
)

水
野
正
好
「
滋
賀
県
大
津
市
近
江
国
府
跡
」
『
日
本
考
古
学
年
報
』
一
八
・
昭
和
四

0
年
度
、
昭
和
四
五
年
。

(
8
)

大
和
久
震
平
・
塙
静
夫
『
栃
木
県
の
考
古
学
』
昭
和
四
七
年
、
三
八
六
・
七
頁
。

(
9
)

前
掲
、
註
(
7
)
。

(
叩
)
米
倉
二
郎
「
紀
伊
国
府
考
」
『
紀
州
文
化
研
究
』
三
巻
二
号
、
昭
和
一
四
年
。

(
日
)
高
階
成
章
「
信
濃
国
府
考
」
『
信
濃
』
(
第
二
次
)
七
巻
一

O
号
、
昭
和
一
七
年
。

(
ロ
)
『
一
二
代
実
録
』
元
慶
三
年
九
月
四
日
条
に
、
県
坂
上
与
を
美
濃
・
信
濃
の
国
界
と
定
め
る
記
事
の
中
に
、
「
今
此
地
、
去
美
濃
国
府
、
行
程
十

余
目
、
於
信
濃
園
、
最
為
逼
近
」
と
あ
っ
て
、
信
濃
国
府
は
小
県
郡
で
は
こ
の
記
事
に
該
当
し
な
い
。

(
日
)
木
下
良
「
相
撲
国
府
の
所
在
に
つ
い
て
」
『
人
文
研
究
』
(
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
)
五
九
号
、
昭
和
四
九
年
。

(
U
)

木
下
良
「
国
府
跡
研
究
の
諸
問
題
|
|
甲
斐
国
府
跡
を
め
ぐ
っ
て
1
l」
『
文
化
史
学
』
二
一
号
、
昭
和
四
二
年
。

(
日
)
前
掲
、
註
(
日
)
。

(
日
)
木
下
良
「
国
府
と
条
呈
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
五

O
巻
五
号
、
昭
和
田
二
年
。

(
げ
)
木
下
良
「
豊
前
国
府
祉
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
美
夜
古
文
化
』
一
八
号
、
昭
和
田
二
年
。
前
掲
、
註
(
日
)
。

(
凶
)
戸
祭
由
美
夫
「
豊
前
国
府
考
」
『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
五
、
昭
和
田
八
年
。

(
叩
)
木
原
武
夫
「
太
宰
府
管
内
国
府
の
研
究
・
二
(
肥
前
関
係
)
」
『
九
州
史
学
』
五
二
号
、
昭
和
四
八
年
。

(
加
)
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
四
(
西
国
)
、
明
治
三
四
年
、
肥
後
(
熊
本
)
飽
託
郡
「
国
府
祉
」
・
「
託
麻
府
」
項
。

(
幻
)
松
本
雅
明
『
城
南
町
史
』
昭
和
四

O
年
、
「
益
城
国
府
」
項
、
一
三
九

t
一
四
八
頁
。
同
「
肥
後
の
国
府
と
陳
内
廃
寺
」

編
、
昭
和
四

O
年
、
一
七
一
一
一

i
一
八
二
頁
。

(
辺
)
前
掲
、
註

(
6
)
。

『
県
史
講
座
要
録
・
神
奈
川
県

『
熊
本
県
史
』
総
説
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(
お
)
木
下
良
「
肥
後
国
府
の
変
遷
に
つ
い
て
」
『
古
代
文
化
』
二
七
巻
九
号
、
昭
和
五

O
年。

(
担
)
米
倉
二
郎
「
九
州
の
条
呈
」
『
九
州
ア
カ
デ
ミ
ー
』
一
、
昭
和
三
五
年
。

(
お
)
高
橋
誠
一
「
古
代
山
城
の
歴
史
地
理
|
|
神
寵
石
・
朝
鮮
式
山
城
を
中
心
に

l
l」
『
人
文
地
理
』
二
四
巻
五
号
、
昭
和
四
七
年
。

(
初
)
前
掲
、
註
(
印
)
。

(
幻
)
木
下
良
「
印
鏑
社
に
つ
い
て
l
|
古
代
地
方
官
庁
所
在
の
手
掛
り
と
し
て
|
|
」
『
史
元
』
一
七
号
、
昭
和
四
八
年
。

(
路
)
日
野
尚
志
の
教
示
に
よ
る
。

(
却
)
出
羽
に
お
い
て
、
国
府
の
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
山
形
県
東
田
川
郡
藤
島
町
藤
島
が
、
南
北
朝
時
代
に
南
朝
方
の
有
力
拠
点
と
な
っ
て
い
た
こ

と
に
対
応
さ
れ
る
。

(
鈎
)
岡
山
市
史
編
纂
委
員
会
『
岡
山
市
史
』
古
代
編
、
昭
和
三
七
年
、
石
田
寛
「
条
皇
制
と
備
前
国
府
の
位
置
」
二
七
九

t
二
九
二
頁
、
巌
津
政
右

衛
門
「
備
前
国
府
」
一
一
二
三

t
一二一一一一一頁。

(
羽
)
後
神
三
千
子
「
岡
山
平
野
に
お
け
る
古
代
景
観
の
復
原
」
『
立
命
館
文
学
』
二
四
六
、
昭
和
四

O
年。

(
辺
)
前
掲
、
註

(
4
)
。

(
お
)
前
掲
、
『
岡
山
市
史
』
古
代
編
、
巌
津
政
右
衛
門
「
成
光
寺
跡
」
四
一
一
一
一

t
四
二

O
頁。

(
鈍
)
足
利
健
亮
「
士
ロ
備
地
方
に
お
け
る
古
代
山
陽
道
・
覚
え
書
」
『
交
通
の
歴
史
地
理
歴
史
地
理
』
学
紀
要
一
六
、
昭
和
四
九
年
。

(
お
)
坂
口
慶
治
「
丹
後
国
府
壮
一
考
」
京
都
教
育
大
学
地
理
学
会
『
地
理
』
学
研
究
報
告
一
六
号
、
昭
和
四
三
年
。

、
(
部
)
藤
岡
謙
二
郎
『
国
府
』
(
日
本
歴
史
叢
書
二
五
)
昭
和
四
四
年
、
一
八
一

t
一
八
三
頁
。

(
釘
)
山
田
弘
通
「
百
人
一
首
の
歌
と
丹
後
の
国
府
」
『
日
本
歴
史
』
二
四
五
、
昭
和
田
三
年
。

(
お
)
木
下
良
「
国
府
跡
研
究
の
こ
れ
か
ら

l
i古
代
か
ら
中
世
へ
の
変
遷
を
主
に
し
て
|
|
」

「
日
向
国
府
の
変
遷
」
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
『
人
文
研
究
』
六

O
号
、
昭
和
田
九
年
。

(
却
)
前
掲
、
註
(
幻
)
。

(ω)
前
掲
、
註

(
M
)
。

(
M
H
)

前
掲
、
註
(
臼
)
。

(
位
)
樋
口
清
之
『
発
堀
』
昭
和
三
八
年
、

『
史
学
雑
誌
』
八
二
編
二
一
号
、
昭
和
四
八
年
。
同
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「
洪
水
に
沈
ん
だ
集
落
」
七
四

i
七
八
頁
。
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(
川
町
)
前
掲
、
註
(
印
)
・

(
U
)
。

(
M
H
)

前
掲
、
註
(
団
)
。

(
必
)
井
関
弘
太
郎
「
古
代
の
歴
史
地
理
的
基
盤
」
『
古
代
の
日
本
』
一
一
(
風
土
と
生
活
)
昭
和
四
六
年
。

(
却
)
和
達
清
夫
編
『
巨
木
の
気
候
』
昭
和
三
三
年
。

(
幻
)
部
国
儲
(
訳
)
佐
一
可
禎
「
中
閣
の
気
候
|
|
五

O
O
O年
来
の
変
化
」
『
地
理
』
ニ

O
巻
三
号
、
昭
和
五

O
年。

(
時
)
小
野
忠
瀬
・
木
村
豪
章
「
波
雁
が
浜
遺
跡
」
『
宇
部
市
域
遺
跡
群
学
術
調
査
研
究
報
告
』
(
昭
和
四
三
年
)
で
は
七
世
紀
後
半
頃
を
海
進
の
ピ

ー
グ
と
推
定
し
た
が
、
最
近
の
小
野
の
教
示
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
に
検
出
さ
れ
た
遺
物
な
ど
か
ら
、
九
世
紀
か
ら
一

O
世
紀
の
間
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(
却
)
井
関
弘
太
郎
『
三
角
州
』
昭
和
四
七
年
、
五
八
頁
。

(
印
)
前
掲
、
註
(
必
)
・
(
相
)
の
引
用
に
よ
る
。

(
日
)
桑
代
勲
「
草
戸
千
軒
町
遺
跡
付
近
の
沖
積
平
野
の
形
成
」
『
福
山
草
戸
千
軒
町
遺
跡
・
遺
跡
編
』
昭
和
四

O
年。

(
臼
)
木
下
良
「
参
河
国
府
跡
に
つ
い
て
」
『
人
文
地
理
』
二
入
巻
一
号
、
昭
和
五
一
年
。

(
臼
)
前
掲
、
藤
岡
『
国
府
』
一
九
七

t
一
九
九
頁
。




